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町 長 副町長 課 長 主 幹 担 当 合 議 

      

別記様式第 4号 

会 議 等 結 果 報 告 書 

会議区分 会 議 ・ 打合せ ・ 協 議 
文書番号 726 

決裁期日 平成 28 年 8 月 31 日 

名 称 （8月定例）課長会議 

日 時 平成 28 年 8 月 31 日 午前 9時 00 分～午前 10 時 30 分 

場 所 上富良野町役場 3階第 3会議室 

出席者 

町長、副町長、教育長 

課長職 12 人 

事務局 １人             合計 16 人 

 

内 容 

◎ 町長あいさつ 

・大雨による被害が連続して発生し、職員は昼夜を問わず対応しているが、1日も早い復旧をお願

いする。 

・多忙のことと思うが、9月議会に向けて、万全の準備を進められたい。 

・暑さも続いており、体調管理に留意されたい。 

 

［進行：副町長］ 

１ ９月定例町議会の提出予定議案について【総務課】 

総務課長：・別添資料により説明。 

     ・専決処分の 3件は、大雨災害に関するものである。 

・行政報告は別紙のとおりであり、追加等がないか確認をお願いする。 

議会事務局長：・9/30 の町内行政調査は今年度行わないこととした。 

     ・9/2 に台風被害の状況調査を行う。 

 

２ 一般会計補正予算（第 4～6 号、第 7 号）の概要について【総務課】 

総務課長：・別添資料により説明。 

・補正予算の第 4～5 号は専決処分を行っている。いずれも、7/31 以降の大雨災害関

連である。第 6号は取りまとめ中である。 

・補正予算の第 7号は、交付税の確定等によるものである。 

 

３ 退職管理について【総務課】 

総務課長：・別添資料により説明。 
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     ・適正な退職管理を行うため、別添の手引きを作成し、職員に周知する。 

副 町 長：・全職員に周知をお願いする。 

 

４ 人材育成基本方針（案）について【総務課】 

総務課長：・別添資料により説明。 

     ・H14.10 に人材育成基本方針を策定しているが、社会環境も大きく変化しており、時

代に合わせたものとするために改定を行う。 

・各課において、職員から意見等を集約し、それらの意見については 9 月課長会議で

協議する。10 月課長会議で、組織決定できるよう、進めていく考えである。 

 

５ 決算特別委員会について【総務課】 

総務課長：・別添資料により説明。 

副 町 長：・当初は 10/4～6 となっていたが、10/3～5 に変更されているので、間違えないよう

にされたい。 

 

６ その他 

 ≪総務課関係≫ 

（１）職員提案について 

総務課長：・別添資料により説明。 

・総務課長における簡易処理としている。 

 

（２）人事院勧告について 

総務課長：・別添資料により説明。 

     ・給与勧告では、俸給表の水準の引き上げ、ボーナスの 0.1 月分引上げ、また扶養手

当の見直し等となっている。 

・民間労働法制に即した見直しとして、介護休暇の分割、介護時間の新設、育児休業

等に係る子の範囲の拡大となっている。 

副 町 長：・全体で確認する。 

 

（３）インターンシップの受け入れについて 

総務課長：・別添資料により説明。 

     ・上高 2年生 1名が対象となっており、6課の協力により対応する。 

病院事務長：・町立病院は、9/14～15 日の 2日間で、4名受け入れる。 

ハイツ所長：・ハイツは、町と同じ日程で、2名を受け入れる。 

副 町 長：・協力をお願いする。 

 

 《全 体》 

●新電力移行について（総務課） 

総務課長：・別添資料により説明。 

・新電力移行に向け、移行前と後の電気代の比較は別添のとおりとなっている。削減

額からも、高圧電力の12施設は移行していくことで進めたいと考えている。 

副 町 長：・北電以外との契約となるが、問題がなければ、年度途中の切り替え準備を進めてい



― 3 ― 

くこととする。 

 

●ストレスチェックについて（総務課） 

総務課長：・ストレスチェックの提出期限が本日となっている。未提出の方に声かけをお願いす

る。 

 

●十勝岳イベントの中止について（産業振興課） 

産業振興課長：・今月開催予定のトレイルランとヒルクライムが大雨災害により中止となった。

次年度以降の開催において、協力をお願いする。 

 

●災害における職員へのお礼について（建設水道課） 

建設水道課長：・8/23 の災害時において、土のう作り等の支援をいただき、お礼を申し上げる。 

 

●教職員の酒気帯び運転の扱いについて（教育振興課） 

教 育 長：・教職員の酒気帯び運転等に対する対応について、道教委においても取り組んでおり

アルコールチェックの器械を導入予定である。前日の酒量にかかわらず、通勤時に

運転していることが注目されており、職員におかれても注意喚起をお願いする。 

     ・自転車であっても、車両として扱われるので、飲酒しての運転はしないよう注意喚

起が必要である。 

 

◎ 来月の行事予定について 

 

町  長：・今月に入り、災害による職員の出動が頻繁となっているが、気象台等の情報共有に

ついて、組織内（各課長）で徹底する必要がある。また、職員招集を想定するに当

たり、課員の動向の把握もしっかりと行って欲しい。 

 

副 町 長：・以上で会議を閉じる。 

 

閉  会 

［会議終了：10 時 30 分］ 


